
星空案内人(星のソムリエ)資格認定制度単位互換のしくみ	

はじめに	
	
星空案内人(星のソムリエ)資格認定制度は全国で同じカリキュラムで運用していますので、
科目の単位認定が全国に散らばった複数の実施団体にまたがっても星のソムリエの資格を
取ることができます。以下の例を参考にしてください。	

最初山形で受講	

転勤後、東京で追加受講	
東京で資格認定をしてもらう。	

山形の講座で受けたんだけど、
全部単位がそろう前に、東京
に転勤になってしまった。	

	
一科目欠席で資格に足りない！	

別の開催地で一科目受講し、	
それの結果を持ち帰って、	
認定してもらおう。	

実施団体のあいだでの単位互換制度を利用します。ただし、単位互換を行わない実施団
体もありますので各実施団体に確認してください。	



単位互換による資格認定の流れ 

①資格認定をうけようとする団体に単
位互換の希望を申し出る。	

③単位互換確認
書に単位互換を
希望する受講生
の氏名を記入	

認定書を発行する団体	

受講記録を	
提供する団体	
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②受講状況の聞き取る	

④その受講
生の受講歴を
記入して返送	

⑥単位互換確認書の記
録欄に認定したことの記
録を書く。	

⑦コピー送付	

実施団体の記録保存義務期間は５年です。義務期間が過ぎても、記録が
残っていたり、受講生自身が単位認定のレポートやチェックシートを持って
いる時はそれを証しとして資格認定をおこなくことができます。	

受講生	

単位互換に関
する確認書 

⑤単位がそろっていることを
確認し資格認定をおこなう	


